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船舶事故調査報告書 

 

                              令和５年４月２６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和５年１月９日 ０５時１０分ごろ 

発生場所 沖縄県糸満
いとまん

市西方沖ルカン礁 

 ルカン礁灯台から真方位１３５°８００ｍ付近 

（概位 北緯２６°０６.３′ 東経１２７°３２.３′） 

事故の概要 漁船第一尚
なお

丸は、南南西進中、ルカン礁東端に乗り揚げた。 

第一尚丸は、中央部及び船尾部船底外板の破口等を生じた。 

事故調査の経過  令和５年１月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第一尚丸、９.７トン 

 ＯＮ２－１１０６（漁船登録番号）、個人所有 

 １４.９７ｍ（Lr）×３.２７ｍ×１.０３ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３６４.０７kＷ、平成７年１１月７日 

 第２９５－４４４８３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ３０歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２６年８月７日 

  免許証交付日 令和１年９月１０日 

         （令和６年９月９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 中央部及び船尾部船底外板に破口、プロペラに曲損、舵に破損、主機

に濡損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東、風力 ４、視界 良好 

海象：波向 東、波高 約１.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０７時１９分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、そでいか漁の目的で、令和５年１

月９日０３時ごろ、沖縄県糸満市喜屋武
き ゃ ん

埼南南西方沖９０海里（Ｍ）

付近の漁場に向け、沖縄県浦
うら

添
そえ

市牧
まき

港
みなと

漁港を出港した。（写真１参

照） 
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写真１ 本船 

 

 本船は、操舵室のＧＰＳプロッター及びレーダーを作動させた状態

で、船長が操舵室の椅子に腰を掛けて操船に当たり、約７ノットの速

力（対地速力、以下同じ。）で北西進し、空
く

寿
じゅ

埼北北西方沖で左転

後、操舵装置の設定を自動操舵に切り替えて西南西進した。 

 本船は、０３時３５分ごろ那覇港浦添第１防波堤西仮設灯台北方沖

で、左転して那覇港中央灯浮標西方沖に向けて南西進を開始し、０３

時５０分ごろ同灯浮標西方沖に達して再び左へ針路を転じ、同じ速力

のまま南西進を続けた。 

 船長は、ルカン礁灯台の灯光がほぼ正船首方に見えたので、ルカン

礁から離れた針路にしようと思い、０４時１６分ごろ琉球大
おお

瀬
せ

灯標西

方沖で、自動操舵のまま更に左に約５°針路を転じ、ルカン礁灯台の

灯光が正船首方やや右舷寄りに見えるようになった。 

 船長は、ルカン礁灯台付近にさんご
．．．

礁が存在することは知っていた

ものの、正確な大きさを把握しておらず、ルカン礁灯台を右舷船首方

に見る針路としておけば、ルカン礁東方海域を安全に通過できると思

い、ＧＰＳプロッター及びレーダーを見ることなく、目視により同じ

針路で航行を続けていたところ、０５時１０分ごろ船体に衝撃を感じ

て、本船が停止した。 

 船長は、周囲を確認したところ、ルカン礁東端に乗り揚げたことに

気付き、機関を後進としたものの離礁できなかったので、船首及び船

尾から海中に投錨した後、携帯電話で所属漁業協同組合の僚船に救助

を依頼するとともに１１８番通報を行い、０８時３０分ごろ現場に到

着した僚船に移乗して救助された。 

 本船は、後日、サルベージ会社のクレーン付台船により引き出さ

れ、付近の港に運ばれた後、陸揚げされて廃船処理された。（写真

２、写真３参照） 
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（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  本船の喫水は、船首が約０.５ｍ、船尾が約１.５ｍであった。 

 船長は、夜間にルカン礁の東方海域及び西方海域を南進して通過し

た経験が各１回あり、その際もＧＰＳプロッター及びレーダーを見る

ことなく、目視でルカン礁灯台を右舷船首方又は左舷船首方に見なが

ら操船して安全に通過できたので、本事故時もＧＰＳプロッター及び

レーダーを見ていなかった。 

 本船にはルカン礁が示されている海図Ｗ２２２Ａ（沖縄島南部）が

備えられておらず、また、船長は、ＧＰＳプロッターでルカン礁付近

の海域を拡大して確認したことがなかったので、ルカン礁の正確な大

きさを知らなかった。 

 本事故時、本船の航海計器に不具合又は故障はなく、ルカン礁灯台

は正常に点灯していた。 

 ルカン礁は、喜屋武埼西方沖約６.５Ｍに位置する南北方向約  

１,７５０ｍ、東西方向約１,３００ｍの円形干出さんご礁で、北端付

近にルカン礁灯台（灯質：群閃白光、毎１０秒に２閃光、灯高：約 

２２ｍ、光達距離：約１２Ｍ）が設置されている。（写真４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ ルカン礁（国土地理院 地理院地図 空中写真） 

分析 

 乗組員等の関与 

 

あり 

本事故発生場所 

ルカン礁灯台 

写真２ 船底外板及びプロペラの損傷 写真３ 舵の損傷 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

なし 

なし 

 本船は、ルカン礁北北東方沖を南南西進中、船長が、ルカン礁の正

確な大きさを把握しておらず、ルカン礁灯台を右舷船首方に見る針路

としておけば、ルカン礁東方海域を安全に通過できると思い、目視の

みの見張りにより同じ針路で航行を続けていたことから、ルカン礁東

端に向かう針路となっていることに気付かず、ルカン礁東端に乗り揚

げたものと考えられる。 

 船長は、夜間にルカン礁の東方海域及び西方海域を南進して通過し

た経験があり、その際も目視でルカン礁灯台を右舷船首方又は左舷船

首方に見ながら操船して安全に通過できたことから、本事故時もルカ

ン礁灯台を右舷船首方に見る針路としておけば、ルカン礁東方海域を

安全に通過できると思ったものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船がルカン礁北北東方沖を南南西進中、船長

が、ルカン礁の正確な大きさを把握しておらず、ルカン礁灯台を右舷

船首方に見る針路としておけば、ルカン礁東方海域を安全に通過でき

ると思い、目視のみの見張りにより同じ針路で航行を続けていたた

め、ルカン礁東端に向かう針路となっていることに気付かず、ルカン

礁東端に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、夜間に浅所が存在する海域を航行する場合には、目視の

みの見張りに頼らず、ＧＰＳプロッター及びレーダー等の航海計

器を活用して浅所から離れた安全な針路を選定するとともに船位

の確認を行うこと。 

 ・船長は、船内に航行予定海域の海図を備えておき、発航前に水路

調査を行って浅所の正確な位置や大きさを把握しておくこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

糸満市 
事故発生場所 

（令和５年１月９日 ０５時１０分ごろ発生） 

★ 

空寿埼 

那覇港中央灯浮標 

浦添市 
牧港漁港 

喜屋武埼 

ルカン礁灯台 

ルカン礁 

那覇港浦添 
第１防波堤西仮設灯台 

琉球大瀬灯標 

沖縄県 

向かっていた漁場 

宮古島 

沖縄島 

ルカン礁 

０４時１６分ごろ 

０３時５０分ごろ 

０３時３５分ごろ 


